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ＣＲＡ（地域社会再投資法）について

福　光　　　寛

はじめに

　１９７７年１０月にジミー・ カーター民主党政権のもとで，住宅及び地域社会開発

法（ＨｏｕｓｍｇａｎｄＣｏｍｍｍｔｙＤｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔＡ．ｔ）の第８章として制定された地域

社会再投資法（Ｃ．ｍｍｕｍｔｙ　Ｒ．ｍ。。。ｔｍ．ｎｔ　Ａ．ｔ　ＣＲＡ）に関する報道が最近日本で

も目立つようになっ た。 小稿はこのＣＲＡについて，概要を紹介しその意義を

考察しようとするものである 。

　この法律はもともと低所得の少数民族が住む近隣地域への金融機関による融

資差別に対応したものであ った。この種の立法例は同法の前にも見られ，１９６８

年公民権法の第７章，公正住居法（Ｆ．１． Ｈ．ｕ．ｍｇ　Ａ．ｔ　ＦＨＡ）は，住居の売却 ・

賃貸 ・金融 ・物色において，買い手の人種，宗教，民族的背景あるいはその近

隣地域の人種的　宗教的 ・あるいは民族的構成によっ て， 差別することを禁止

している 。また１９７４年の均等信用機会法（Ｅｑｕ・１Ｃ・・ｄｉｔ　Ｏｐｐｏれｕ出ｔｙ　Ａ・ｔ： ＥＣＯＡ）

は， 人種 ・肌の色 ・宗教 ・国籍 ・婚姻による立場 ・年齢によっ て貸付申込み者

を差別することを禁止している 。さらに１９７５年の住宅抵当貸付公開法（Ｈｏｍ．

Ｍ。れｇ．ｇ． Ｄ１。。１。。ｕ。。 Ａ．ｔ　ＨＭＤＡ）は，国勢調査の区画により ，住宅抵当貸付及

ぴ住宅改善貸付についての設定そして〔貸付債権の〕購入のそれぞれの件数及

ぴ金額を公表することを求めている（Ｃ．１。叫ｐ５）。 しかしＦＨＡは民事訴訟と

司法による摘発に問題の解決を委ね，行政上の救済権限の所在を規定しなか っ
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た。 またＨＭＤＡは，貸付機関に膨大な文書作成義務を課しただけで，その貸

付慣行の変更にはほとんど無力だ った（・ｆ　Ｈｅａｌｅｙ，ｐｐ７０６－７０７）。

　これに対して１９７７年のＣＲＡは，預金施設に関する申請の判断において，監

督機関に対し金融機関がＣＲＡを順守しているかどうか判定する権限を与えて

おり ，ＦＨＡやＨＭＤＡに比べ，はるかに強い執行力をもつことが可能な法律

としてスタートすることができた（ｃｆＲｏｕｓｓａ１１。，ｐ３３３）。

　すなわちＣＲＡは，連邦の金融監督機関に，低中所得の近隣地域を含む全地

域社会のクレジ ットニーズヘの対応についての金融機関の記録を金融機関の安

全性及び健全性（。。ｆ。。ｎｄ 。。ｍｄ．ｐ。。。ｔ１．ｎ）を考慮しつつ，評価すること ，そし

てその金融機関の預金施設に関する申請の判断においてはこの記録を考慮する

ことを求めている 。また連邦の監督機関にその権限を用いて，金融機関の安全

性及び健全性と一致させつつ金融機関が免許を受けている地域社会のクレジ ッ

トニーズに対応することを奨励するよう求めている（Ｕ　Ｓ　Ｃｏｄｅ， Ｔ１ｔ１ｅ１２，Ｃｈ．ｐ

３０ ，Ｐｏ１１ａ．ｄ， ｐ４５２）。 また翌１９７８年，連邦準備制度が制定した規則ＢＢはＣＲＡ

を補足するものであるが（なおＥＣＯＡに対するものが規則Ｂ，ＨＭＤＡに対するも

のが規則Ｃである），この規則ＢＢにより ，各金融機関が発行するＣＲＡ報告の

書式，ＣＲＡ報告の入手方法の広告，金融機関のＣＲＡ成果についての公衆に

よるコメント制度などが導入されたことも注目される（Ｇ．１ｄ。叫ｐｐ４６ －４９
，

Ｃａｌｅｍ　ｐ６）ｏ

　なお同法の適用範囲は，国法銀行，連邦準備制度に加入している州法銀行 ，

連邦預金保険を受けている貯蓄貸付組合，銀行持株会社，貯蓄貸付組合持株会

社である（Ｈ。。１．ｙ，ｐ７０８）。 また，この預金施設に関する申請という表現でカハ

ーされているのは（１）国法銀行および連邦法による貯蓄貸付組合への免許，（２）新

たに免許を受けた州法銀行，貯蓄銀行，貯蓄貸付組合への連邦預金保険の認可 ，

（３）預金受入れ能力のある国内支店などの設立，（４）本店あるいは支店事務所の再

配置，（５）監督機関の承認を要する商業銀行あるいは貯蓄貸付組合の合併，（６）銀

行持ち株会社法による銀行の取得あるいは全国住居法による貯蓄貸付組合の取

得である 。逆にカバーされていないのは，連邦準備制度への加入，信用組合 ，
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州免許の貯蓄貸付組合の支店に関する決定，あるいは国法銀行の支店に関する

決定なとである（Ｄ．ｍ。
，１９７８，ｐｐ６９８－７０１ ，Ｈ。。１．ｙ，ｐｐ７０８ －７０９）。

　ところでＣＲＡが金融機関に地域社会のクレジ ットニーズに対応することを

求めた背景にはレ ッドライニング（。。ｄ１ｉｎｉｎｇ）の問題があ った。先行するＦＨＡ ，

ＥＣＯＡ，ＨＭＤＡにも共通することであるが，地披の人種構成の遺いが妥の地

域への融資差別という形態をとるレ ッドライニングは，ＣＲＡを含むこれら一

連の立法の直接の契機であ った。しかし地域的な融資金額のバラッキがあると

しても ，それは資金需要の低さによるとの判断も可能であり ，それをその人種

構成のみによっ て説明することはかなり困難であり ，経済学者のなかにはレ ッ

ドライニングの存在そのものを否定する見解もある（Ｃ．１．ｍ
，ｐｐ

．１０ －１３；Ａｖ。。ｙ

．ｎｄＢｕ岬。ｋ，ｐｐ１８－３２）。 しかし直面する都市内部の荒廃という問題とも合わせ ，

こうした荒廃を加速しかねない金融機関の融資に関する姿勢に関心が集まっ た

ものだと言えよう（Ｈｅａ１ｅｙ，ｐｐ
．７０５－７０６）。

　もう少し言うならこれら一運の立法が示しているのは，金融機関に自己の支

払能力や収益力の維持という責務以上の社会的責任（。。。ｐｏ．ｉｂｉ１ｉｔｉ。。ｔｏｔｈ．

ｐｕｂｌｉ。）を求めるという考え方である 。すなわち現在の融資金額に満足しない

で， 融資先を掘り起こしたり ，あるいは融資条件を緩和したりといっ た努力が

そこでは期待されているのである 。そこでＣＲＡなどを政治社会的目的による

規制で他の金融機関に対する規制とは，独立した規制だとみる論者もいる

（Ｃｏ．ｐ。。。ｎｄ　Ｆ。。。。。，ｐ６１）。 しかしこれらの規制は，形式的には従来の金融制度

の安定と金融機関問の競争に金融規制の目的を求める考え方の廷長上にある 。

１９７４年のＥＣＯＡの序文によれば，貸手による差別の除去が，経済の安定や金

融機関の問での競争を高めるとされている（Ｄｅｎｍｓ
，１９７８，ｐｐ６９４ －６９６）。 つまり

差別の除去ということが，安定と競争という従来の規制の目的と背反しないと

いう「合意」が見い出されたとされている 。しかし差別の除去が規制の目的に

加えられたことには，市場における競争を高めることを「善」とするものとは

確かに異なる発想がある 。別の表現を使うなら規制の目的に差別の除去を取り

入れたとき ，安定や競争の意味そのものに変質が生じたのである。そしてこの
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変質あるいは転換のなかに，個人主義に基礎を置く市場制度から地域社会に基

礎を置く民主主義への歴史的な支配的価値観の転換を認める人々もいる

（Ｈａｙｄｅｎａｎｄ　Ｓｗａｎｓｏｎ，ｐｐ３５１－ ３５９）。 すなわち市場を絶対視する考え方と異質な

ものが差別の除去を規制の目的に取り入れる考え方にはある。あとでもう一度

論じるように市場における競争が徹底すればこの種の差別も行いようがないと

いうのが，市場を絶対視する考え方である。差別の除去を規制の目的に入れる

のは，競争の徹底だけでは差別の除去は実現できないという考え方，つまり社

会の諸問題に対して市場競争が万能ではないという考えを則提にしているので

ある 。

　しかしなぜ銀行は，法律によっ てこうした社会的責任を強制されねばならな

いのか。この問いに対しては，こうした責任を負うのは決して銀行だけではな

いということと ，とくに銀行の融資活動が社会に及ぼす影響が考慮されている

というｒ回答」が一応可能であろう 。ただそうであるとしても銀行がこの社会

的責任のために負う負担が相対的に過大ではないかという問いであれば，

ＣＲＡの立案者である上院銀行委員会委員長のＷ ・プロクシマイア（民王党一ウ

イコンシン州，肩書は１９７７年当時）は答えている 。「多くの経済的利益をもたらす

公的免許のお返しに若干の公的な目的を〔銀行に〕求めることは合理的だろ

う」　と　（Ｄｅｍｍｓ１９７８，Ｐ６９３ ，Ｃｏｃ
ｈｅｏ，ＰＰ４５－４７）。

　しかし問題を複雑にするのは現実のＣＲＡは，もっと「過激な」ＣＲＡを求

める勢力と過剰な規制を危倶する議会内多数派との妥協の産物であ ったことで

ある 。現実のＣＲＡは金融機関の自主的な判断のもとに貸付けは行われるとの

建前は残し，特定の貸付けを強制することを回避している 。このような妥協的

な性格はＣＲＡへの不満を住民運動サイドに残してその後の事態が展開したこ

とを意味している 。

　そもそも連邦議会に提出された当初のプロクシマイアの法案は，各金融機関

に主たる貯蓄サ ービスェリアにおける預金と貸付について報告と公表を求め ，

監督機関には各金融機関の預金施設に関する申請にあた って各金融機関がその

エリアでの預金とクレジ ットの二一ズにいかに対応しているかの分析を作成し
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議会に提出することを求めるものであり ，それ自体は穏当なものであ った。し

かし住民運動グルー プは，この法案に不満を持ち，具体的に地域社会のある部

分に一定の貸付けを金融機関に行わせることを目的に，多量の報告や記録の保

持を金融機関に求める修正案を議会に提出したのである 。ところで議会の多数

派は，金融機関に現在以上に規制を加え作成文書を追加することをためらっ て

いたし，まして貸付の基準やビジネス上の決定についてまで法律が指図するこ

とは，金融機関の健全性や運営からみて適切でないと考えていた。これらの妥

協として成立したＣＲＡは，住当運動サイドの要望をかなり取り入れたものの

「全地域社会」「クレジ ットニーズ」「低中所得の近隣地域」といっ た肝心の用

語についての定義を避け，監督機関に実質的な責任を押しつけた抽象的なもの

になっ た。 議会は，こうした疋義に踏み込むことを避けることによっ て， ｒ信

用統制（。。。ｄｉｔ．１１。。。ｔｉｏｎ）」を行 ったとの批判を受けることを避けようとしたの

である 。しかし，このことは責任を押しつけられた監督機関がこの法律の運用

において，よくいえば虞重にまた悪く言えば弱腰に終始する結果につながった

のである（。ｆ．Ｂ．ｔｔ．ｕｅ。，ｐｐ
．３３５－ ３３６； Ｊ・・ｋ・ｏ叫ｐｐ．６３２ ・６３３）。

１． 監督機関の弱腰と住民運動の高まり

　監督機関のＣＲＡの運用はそれでは具体的にどのように行われたのであろう

か。

　１９７８年に連邦金融機関検査会（Ｆ・ｄ…１Ｆｍ・ｎ・１・１Ｉｎ・ｔ１ｔｕｔ・・ｎ・ Ｅｘ・ｍｍ・ｔ・・ｎ　Ｃ
・ｍ

。。１ＦＦＩＥＣ）が定めたカイトラインによると ，金融機関による地域杜会のクレ

ジットニーズヘの対応状況は１２の要素で判定される 。すなわち ，

　（１）地域社会のクレジ ットニーズを確認するための活動

　（２）提供しているクレジ ットサービスを周知させるための活動の程度

　（３）ＣＲＡの目的に関する方針の形成や成果の検討にあた っての役員の関与

　　の程度
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　（４）融資の申込みを阻害するような慣行

　（５）融資の地理的広がり ，融資の申込み及び拒絶の地理的分布

　（６）禁止されている差別的あるいは非合法の融資慣行

（７）事務所の開設及ぴ閉鎖と各事務所で提供されているサーピスの記録

　（８）地域社会の開発あるいは再開発プロジェクトヘの参加

　（９）その地域社会内での住宅抵当貸付け，住宅改善貸付け，小企業あるいは

　　小農場向け貸付け

　¢◎　政府が保険，保証あるいは補助する住宅，小企業あるいは小農場向け貸

　　付けプログラムヘの参加

　（１１）地域社会のクレジ ットニーズに対応する上での能力

　（１ａ監督機関が金融機関がその地域社会のクレジ ットニーズに対応する上で

　　役立つと判断するその他の要素

　そしてＣＲＡの運用であるが，検査官は必要があれば，金融機関にＣＲＡの

ための努力を促すことができる 。検査官はまた検査の結果を文書にまとめるこ

とになるが，この文書は　般には公開されないがその金融機関の役員会には提

供される 。また，検査官は検査結果により金融機関に５段階評価で格付けを与

えることになる 。個別の金融機関の格付けは非公開であるが，地域別のリスト

は公表される 。格付けで４段階（ｍ．ａ廿。ｆ．ｃｔｏ．ｙ）以下の場合，預金施設に関す

る申請の承認は困難と考えられる 。またＣＲＡは，金融機関が地域社会のクレ

ジソトニースに対応していない場合の消費者＿住民の行動を奨励していると監

督機関は理解していた。そこでたとえば銀行は自身のＣＲＡ報告の入手方法を

郵送することが求められることになっ た。 このような消費者＝住民の審査手続

きへの参加はＣＲＡの精神そのものとして理解されており ，監督機関の側は ，

申請を受理したあとこれをすみやかに公示して，公衆が申請の審査手続きに参

加できるようにしたほか，公衆によるプロテストがあ った場合の聴問会の開催

手続きについても ，それぞれ規則を定めたのである（。ｆ　Ｈ。。１．ｙ，ｐｐ７１３－７１６
，

Ｐｏ１１ａｒｄ　ｐｐ４５３ －４５５）。

　だが１９７７年のＣＲＡの運用における監督機関の姿勢は，住民運動家の批判の
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的となっ た。 そもそもＣＲＡについて，銀行家や監督機関はあまり重要とみな

していなか ったとされる（Ｅ１．ｅｎ　ａｎｄ　Ｄ
ｅｍｅｎ，ｐ３３５）。１９８０年代に入 ってレーカ

ン共和党政権のもとで監督機関の姿勢はＣＲＡに冷淡であ ったとも推測できる 。

連邦の監督機関がＣＲＡに投入する検査時問は，１９８１年から８４年の問に，連邦

準備制度の場合で２５％，それ以外の監督機関では実に７５％減少したとされてい

る（Ｃａ１．ｍ
，ｐ

．９）。 上位の格付けを得ることが容易で運用において当初から骨抜

きになっ ていると言われ，監督機関が金融機関の申請をＣＲＡを根拠に拒否す

ることもほとんどなか ったとされる 。１９８８年において，合併 ・取得 ・拡張につ

いての５００００件の申請のうちＣＲＡを根拠に拒否されたのはわずかに８件とさ

れる（Ｋ．ｎ． Ｋ　Ｔ ，ｐ５３）。１９８９年以前にはＣＲＡを根拠に申請が却下されたこと

は実際には（ｐ。。。ｔ。。。１１ｙ）なか ったとも評価されている（Ｅ。。。ｎ．ｎｄ　Ｄ
．ｍ。叫ｐ

３３６）。 銀行の側にまっ たく誠意がない場合を別にすれば，監督機関の側に権限

の行使をためらうところがあ ったというのである（Ｐｏｌ１ａ．ｄ　ｐ４５５）。

　監督機関の側のこうした「弱腰」の理由として，すでに述べたように ，

ＣＲＡの構造にともすると監督機関が「信用統制」を行ったという非難につな

がりかねない問題点があると推定されるほか，ＣＲＡに対する各種の批判に

１９８０年代の共和党政権下の連邦監督機関が多分に同調していたことが考えられ

る。 そもそも利潤を追求する企業にとっ てＣＲＡは矛盾したものとみなされて

いた。銀行が安全で健全であろうとすれは，貸付を返済する能力が最大の能力

をもつ顧客に貸付けるはずであるが，ＣＲＡは金融機関に返済しない可能性の

高い人々への貸付けを勧めるものだというのである（Ｅ１。。ｎ．ｎｄＤ．ｍ．ｎ，ｐｐ

３３５－ ３３６）。 金融機関にはその出資者や投資家に対する責任もあるはずだという

のが銀行側の王張であ った（Ｈ・・１・ｙ，Ｐ７０６）。 安全で儲か ってこそ銀行は地域社

会に貢献できるというある銀行家の最近の発言（Ｗ。。ｄ。， ｐ． １３）は銀行家の本音

でもあろう 。

　またつぎのような批判も可能であろう 。まずＣＲＡは，こうした規制が無い

場合のリスク調整済の利子率に比べて該当地域向け貸付けの利子率を圧し下げ

る結果になるだろう 。つまり本来の利子率では借り手は現れていないわけだか
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ら， 融資を実行するためには利子率を切り下げる必要がある 。しかしこうした

人為的な利子率では規制を受けていない金融機関は競争できないからこの地域

から退出するだろう 。結果として問題の地域で実行される融資の量は，却 って

減少する恐れすらある 。多数の潜在的な貸手が競争しているときには制度的な

貸付差別はむつかしいのであるから ，問題の解決にはＣＲＡのような規制をむ

しろ取り除き ，該当地域での競争が強化されるような政策を推進することが有

効である（ＫａｕｆｍａｎａｎｄＫｏ．ｍｅｎｄ，ｐｐ３０－３４ ，Ｐｅｔｅ．ｓｏｎ，ｐｐ２０２－２０６，２１１－２１２）。 そ

れゆえ規制よりは信用保証制度を拡充してリスクをカハーした方が，市場を通

じた問題の解決につながるとの主張（Ｈｕｆｆａｋ。。ｐｐ５４７－５４８）は，理屈としては

そのとおりであろう 。

　ところで監督機関の弱腰に加えて１９８０年代の連邦政府の住宅政策の後退は ，

住民運動家の問でのＣＲＡについての関心を高めることになっ た。 ＣＲＡは一

面で住宅政策の後退を補うものと考えられたし，住民運動にとっ て具体的な成

果を金融機関との交渉によっ て獲得することをある程度保証もしていたからで

ある（。ｆ．Ｈａ１１

，ｐ
．３２）。 すでに述べたようにＣＲＡは預金施設に関する申請の審

査手続に公衆の参加を促すものであり ，住民運動グループなど第３者が監督機

関に対し，金融機関の預金施設に関する申請をその金融機関のＣＲＡの記録に

おける欠陥を理由に拒絶することを請願できるようにしていた。またこうした

申請手続きへの住民参加について，監督機関は当初から少なくとも表面的には

理解を示していたのである 。そこで金融機関の側としてはこうした申請手続き

の面から，住民運動グループの要求に対して一定の配慮を行うことが住民運動

の高揚とともに不可欠になっ ていっ たのである 。

　監督機関に対し金融機関による申請について異議を表明することをプロテス

トと呼んでいるが，プロテストの件数は運邦準備制度の場合，１９８０年から８４年

の間は平均で年５件であ ったが，８５年には１９件，８６年には２０件，８７年には３５件
，

８８年にも３０件と８０年代半ば以降急激に増加している（Ｃ．ｌｅｍ
，ｐｐ

．７ －８）。 そして

プロテストにより銀行の評判が傷付く恐れが増えるとともに，プロテストによ

り申請事項の承認が遅れるというリスクが高まっ ていっ た（Ｈ・１１ｐ３０）。 とこ
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ろですでにみたように，１９８９年以前には監督機関がＣＲＡのみを根拠に申請を

却下することは実際にはなか ったが，プロテストにより承認が遅れる事例は多

発していた。１９８７年に住民運動によるプロテストは〔４つの監督機関に対する

ものを合わせると〕５３件あ ったが，プロテストの脅威のもとで非公開の交渉に

あるものは２００件を越えていた。連邦準備制度理事会が申請を承認したうちの

６５％には，銀行側の貸付政策の変更拡大とか住民対策の拡大であるとか，ある

いは銀行と住民運動グループの問の協定成止によるプロテストの撤回といっ た

ことが，認められるとされている 。監督機関の姿勢に問題があ ったにせよ ，住

民運動の高まりの中で，ＣＲＡが金融機関にとっ て現実の脅威となりつつあ っ

たといえる 。住民運動との交渉を拒否しただけでもそれを理由にプロテストが

起こされる状況もあり ，ＣＲＡを無視することは，監督機関の弱腰にもかかわ

らず金融機関にとっ て， 次第に困難になっ ていっ たのである（ｃｆ．Ｅｉ．ｅｎ　ａｎｄ　Ｄ 。一

ｎｎｅｎ，ｐｐ
．３３６ －３３７）。

　住民運動の高まりとともに金融機関の側がＣＲＡを無視できなくなるもう一

つの要因は１９８０年代に加速した金融界再編の動きである 。銀行間の買収 ・合併

の激しい動きは，それに伴う申請承認手続きにおけるＣＲＡによるチ ェッ ク

（承認の遅延あるいは拒絶）への配慮を経営者の側に要求することになっ た

（Ｊｏｈｎ．ｏｎ
，ｐｐ

．４９ －５１）。 もしも日常的なＣＲＡ順守の配慮が無ければ，金融機関

は経営政策の選択において迅速な合併 ・買収が実現しない可能性を抱え込むこ

とになり自ら手足を縛る結果にもなるのであ った 。

２． 監督機関の姿勢の積極化

　このように監督機関の弱腰にもかかわらず金融機関の側にとっ てＣＲＡが無

視しえない脅威となっ ていっ たあと ，１９８０年代の末に監督機関の側にも変化が

表れる 。住民運動サイドから不満が残るとしても ，そのＣＲＡに対する姿勢は

明らかに積極化したのである（・ｆ　Ｓ・ｈ１・ｂ・・，ｐ６２ ，Ｅ…ｎ・ｎｄ　Ｄ・ｍ・ｎ
，ｐ３４３）。
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　１９８９年３月に，連邦の４つの金融監督機関はＣＲＡについての共同説明書

（ｊｏｍｔ　ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）を発表した。そこでは，有効とされるＣＲＡの構成要素を始

め， 金融機関の側がＣＲＡの成果について自ら検討し記録することの必要性や ，

申請が受理されてからの監督機関の側の手続きなどが，概説されている 。共同

説明書は，このほか金融機関の側のＣＲＡ報告に，その金融機関がＣＲＡのも

とでの責務にどのように対応したのか過去の記録を含めることを求めたほか ，

申請手続きにおける金融機関と住民運動の間の非公開交渉についても論じてい

る〔なお，１９９０年１月にこの共同説明書の解説が出されているがその中では ，

ＣＲＡの適用範囲は，純粋のコルレス銀行 ・手形交換所 ・信託会社を除きホー

ルセールバンクを含むことが明示され，その規制範囲は拡張されてもいる〕

（Ｅ１ｓｅｎ　ａｎｄ　Ｄ
ｅｎｎｅｎ，ｐｐ３３７－ ３３８）。

　この共同説明書のポイントについては，つぎのように三点が指摘されている

（ｃｆ．Ｃｏｃ
ｈｅｏ

，ｐｐ
．４６ －４７）。

　一つは，最終的なプロテストに至る前の金融機関と住民運動グルー プとの間

の交渉を金融機関に奨励していることである 。ＣＲＡ報告にはこうした交渉の

記録が残されるのであるから，銀行側が積極的に交渉したことはプラスに評価

される 。

　第二には，申請の許諾の判断においては，申請に先立つＣＲＡに関する成果

が評価されることが明確にされたということである。申請と平行して行われる

ＣＲＡに関する行動はそれまでの金融機関のマイナス評価を帳消しにはしない

ということである 。この基準の導入によっ て， 申請の可能性のある金融機関は

今後はＣＲＡの格付けを日常的に高める努力が必要になっ たのである 。またこ

の点は，コンチネンタルのケース（Ｅ。。。ｎ．ｎｄＤｅｎｎ．ｎ　ｐ３４０ ，Ｂ。。。ｆｏｏｔ，Ｍ．ｙ１９８９
，

ｐ． １８）によっ て最初の教訓が与えられることになっ たのである 。コンチネンタ

ルのケースとは，１９８９年４月に連邦準備制度理事会が銀行持株会社 コンチネン

タルによるアリゾナ州の小銀行の取得申請をコンチネンタル側のＣＲＡ上の欠

陥のみを理由に却下したことを指す。このときコンチネンタルは，申請にあた

りＣＲＡを順守する周到なプログラムを用意したのであるが，しかしこの活動
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はすでに遅きに失したとして，申請は却下されたのである 。コンチネンタルの

ケースは二つの意味で重要である 。まず，これはＣＲＡのみを理由として申請

が却下された事実上最初の事例である 。そしてもう一つには，「申請に先立つ

ＣＲＡに関する成果」という基準が適用された最初の事例でもあるということ

である 。

　さらに共同説明書のポイントの第三の最後の点としては，住民運動グルー プ

に対して，金融機関の申請に対するその金融機関のＣＲＡ記録へのコメントを

できるだけすみやかに行うことを求めている 。これはＣＲＡに伴い申請承認手

続きが遅延していることを配慮したものであろう 。

　このように共同説明書は全体としては，監督機関が申請審査手続における住

民運動の関与をこれまで以上に積極的に認めることを宣言するとともに，金融

機関に対してＣＲＡに照らして日常業務を不断にチ ェノ クし努力することを求

めたものであ って，共同説明書の発表を機に監督機関のＣＲＡに対する態度は

かなり積極的なものに変化したと言えよう 。

　８９年のこの変化は監督機関や金融機関をめぐる社会情勢の変化が促したもの

である 。周知のように８０年代には金融機関の破綻や腐敗が数多く露呈し，金融

機関や監督機関への社会の目は厳しくなっ ていた。またすでに述べたようにこ

の時期には住民運動の高揚が続いていた。連邦議会では１９８８年９月にＦＨＡの

改正強化が実現していた。すでに述べたようにＦＨＡはＣＲＡの先駆けをなし

た法律であるが，執行上の弱点を指摘されていた。８８年の改正は，禁止される

差別として障害者や家族としての立場に対する差別を取り込むとともに，連邦

の住宅都市開発局（ＨＵＤ）を窓口に司法への告発に至る苦情処理手続きを定め

て， 従来同法の欠陥とされた点に対応したものであ った。改正ＦＨＡは８９年３

月からの施行となり ，住民運動グループが，ＣＲＡとＦＨＡを組み合わせて運

動を強化することが予測された（Ｄｅｍｉ・，１９８９
，ＰＰ

．４２５－ ４２６）。 ＣＲＡについてとく

に住民運動との関係を記した共同説明書が８９年３月に発表されたことは，この

ような事態の変化に対応したものといえよう 。

　そしてこのような流れのなかで，１９８９年の金融機関改革改善執行法（Ｆｉｎ．ｎ 一
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ｃｌａ１Ｉｎｓｔ１ｔｕｕｏｎｓ　Ｒｅｆｏｍ　Ｒｅｃｏｖｅｒｙａｎｄ　Ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ　Ａｃｔ　ＦｌＲＲＥＡ）は ，ＣＲＡにつ

いて９０年７月以降に執行される修正を加えた。この修正は監督機関に，金融機

関に対する検査の一部として各金融機関の全地域社会のクレジ ットニー ズ， と

くに低中所得の近隣地域のクレジ ソトニーズヘの対応について評価報告書を作

成し，この評価報告書を公開される部分と非公開部分とに分けることを求めて

いる 。そして監督機関が評価にあた って考慮した要因や事実とともに４段階評

価での各金融機関の格付けは，公開部分に含まれることになっ た（Ｅｉ。。ｎ．ｎｄ

Ｄｅｎｎｅｎ，ｐｐ３４１－３４２ ，Ｓｃｈ
１ｅ

ｂｅｒ，ｐｐ６２ －６３）。

　このような格付けの公開化は，金融機関にとっ てはＣＲＡからもはや逃れる

ことはできないという意識を高めることになっ たし，監督機関の側には格付け

をある程度厳しくすることにつながったのではないかと想像できる 。公開が始

まっ て１年後の１９９１年７月上旬の集計では各監督機関ごとの１年問の格付けは

表１のようになっ た。 表１によれば，全体の９割がＢ評価を越えるという結果

である 。これに対して住民運動家の問には，格付けは相変わらず甘いとの評価

がある（Ａｍｅ・１・ａｎ　Ｂａｎｋ
ｅ・，２－８－９３，ｐ１４）。 しかし資料の得られた連邦準備制度に

限っ て， １０年前の１９８０年の格付けと比較すると（表２），若干の変化が認めら

れる 。中位に格付けされる金融機関の比率が減少し，上位あるいは下位に格付

けされる金融機関の比率が増加している 。こうした変化には，監督機関が

ＣＲＡの格付けをある程度積極的に運用し始めたことが示されているのではな

いだろうか 。

表１　監督機関別の格付けの分布（１９９０／７－９１／７）

ＯＴＳ ＯＣＣ ＦＲＳ ＦＤＩＣ

Ｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇ ２４ ５％ ５３ １１％ ５３ １０％ １３９ ６％

Ｓａｔｉｓｆａｃｔｏ・ｙ ３７４ ７５％ ２５７ ７５％ ４４５ ８１％ １８１３ ８４％

Ｎｅｅｄｓ　ｔｏ　Ｉｍｐ
・ｏｖｅ ８４ １７％ ６３ １３％ ４９ ９％ ２０１ ９％

Ｓｕｂｓｔ　Ｎｏｎｃｏｍｐ１ｉ・ｎ・・ １９ ３％ ４ １％ ５ １％ ９ １％

５０１ ４７７ ５５２ ２１６２

ｅｘａｍｉｎｅｄ ｔｈｒｉｆｔｓ ｎａｔｉｏｍ１ Ｓｔａｔｅ Ｓｔａｔｅ

ｂａｎｋ
ｓ ｍｅｍｂｅｒ　ｂ１ ｎｏｍ－ｅｎｂｅｒ　ｂ．

（Ｓｏｕｒｃｅ：一Ｂハ乃４きＢｏ〃后加９１～砂０７ム７ －２２－９１ ，　ＰＰ．１３７ －１３８）
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表２　連邦準備制度による格付けの変化（１９８０／１９９１）

１３

１９８０ ９０／７－ ９１／７／１３ ９０／７ －９１／１１／１５

Ｏｕｔｓｔａｎｄｉｇ ３１ ４％ ５３ １０％ ８６ １２％ Ｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇ

Ｇｏｏｄ ３２８ ３７％

Ｓａｔｉｓｆａｃｔｏｒｙ ５０７ ５７％ ４４５ ８１％ ５７９ ７９％ Ｓａｔｉｓｆａｃｔｏｒｙ

Ｎｅｅｄｓ　Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ ２６ ３％ ４９ ９％ ５９ ８％ Ｎｅｅｄｓ　ｔｏ　Ｉｍｐｒｏｖｅ

Ｕｎｓａｔｉｓｆａｃｔｏｒｙ ２ Ｏ％ ５ １％ ６ １％ Ｓｕｂ ｓｔ．Ｎｏｎｃｏｍ１ｉａｎｃｅ

８９４ ５５２ ７３０

（Ｓｏ皿ｃｅ： Ｃａｍｅｒ，１９８１
，ｐ

．８１６

．ＢＭ”伽脇ｇＲ砂ｏれ，７－２２ －９１
，ｐｐ

．ユ３７－１３８

　　　び刀伽６８伽３５ ３舳加ブ， Ｍａｒｃｈ１９９２
，ｐ

．９）

　ところですでに論じたように，８８年から８９年にかけてＦＨＡ，ＣＲＡの改正強

化が行われたが，ＨＭＤＡについても全く同時期に改正強化が行われている 。

まず８８年に行われたＨＭＤＡの改正では，法の適用範囲が，銀行や貯蓄金融機

関の持株会社を親会社とする貯蓄貸付機関や抵当貸付会社にまで拡張された 。

さらに８９年のＦＩＲＲＥＡでは，ＨＭＤＡの適用範囲は，預金機関と関係のない

独止系の抵当貸付会社にまで拡張された。また新たに，貸付けの拒絶や借入申

込みの撤回など金融機関にとっ て債権の増加とならなかったケースについても ，

あるいは借入申込み者の人種 ・国籍 ・性別 ・年間所得についても ，情報の開示

が求められることになっ た。 また貸付債権の売却購入については流通市場の買

手のタイプ別に金額を開示することになっ た。 このような改正によっ て，

ＨＭＤＡを通じて得られる情報は飛躍的に増加することになっ た。 そして９１年

後半に入 って公表された９０年のＨＭＤＡのデータは，黒人やインディアンある

いはアラスカ原住民についての貸付拒絶率がどの所得階層でも白人に対するも

のに比べて際立 って高いことを明らかにしている（Ｃ．ｍ。。。ｎｄＳｍ１ｔｈ，ｐｐ

８５９ －８８１ ，Ｇ。。。ｋｍｄ　ｐｐ４０ －４３）。 もちろん個別の具体的な事情はこのテータでは

明らかにならないので，拒絶が人種差別によるとの判断をここから直ちに引き

出すことはできない。しかしそれでも ，この結果は監督機関や金融機関にとっ

てはかなり衝撃的であ ったと想像できる 。

　ところでレ ッドライニングの問題とも絡んで，８９年の改正ＨＭＤＡの段階で

各金融機関は，貸付けの地域的広がりや，貸付けの申込みや拒絶の地理的分布
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　１４　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４２巻 ・第１号）

を示す資料の作成を求められている 。この資料を分析することを，一般にはジ

オコー ディング（ｇ．Ｏ。。ｄｉｎｇ）と呼んでいる 。しかしジオコー ディングにはこれ

を法律的に金融機関の側に強制すると ，結果的に信用統制になる懸念があ った 。

このためＣＲＡが施行された時点でもジオコー ディングの強制は回避されたの

である 。しかし１９９１年１２月に連邦金融機関検査会は，金融機関に対してジオコ

ーデイングを行うことによっ てＣＲＡの目的を達する上での必要な手段を発見

することを求めるとの決定を下した（ｃｆ　Ｈｅａ１ｅｙ，ｐｐ７１１－ ７１２ ，Ｓ．ｈ１ｅ
ｂ。。，ｐｐ６３－６４

，

Ａ舳Ｂ舳肋ｇＪ。・閉４Ｊｍ．１９９１ ，ｐｐ
．４８ －５０）。 この決定から ，改正ＨＭＤＡの施

行により統計上からも目にみえる成果をこれまで以上に監督機関の側が必要と

し始めたという事情を読み取ることができよう 。

おわりに一銀行家の不満とＣＲＡ定着への模索一

　１９９２年６月に連邦金融機関検査会は，銀行に対する規制 コストの問題で一連

の公聴会を全米各地で行 った。そのなかで銀行家サイドが各種の規制 コストの

なかでも負担になる規制としてとくに問題にしたのがこのＣＲＡであ った

（ＢＭ”伽伽９Ｒ¢・〃，６ －２９－９２
，ＰＰ

．１１２８ －１１２９）。

　銀行家の規制 コストに関する不満を拾うと ，たとえば，おびただしい調査報

告が監督機関に毎年なされねばならないこと ，検査官への対応に人手がとられ

ること ，これらの負担のために利潤が減り ，あるいは顧客へのサ ービスに振り

向けえた資金や人手が消費されていること ，検査期問が長期にわたること ，監

督機関の間の調整が不備であること ，規制の少ない証券会社 ・信用組合 ・保険

会社は銀行に比べ競争上有利であることなどである 。

　規制 コストのなかでもとくにＣＲＡに限定するとつぎのような具体的な不満

が銀行家から聴かれる 。まず第一には，ＣＲＡは規制の範囲に漏れがあるとい

うことである 。１９９２年１２月に住民運動グループの代表者と面会したアメリカ銀

行協会の会長は，信用組合とかいわゆるノンバンクとか銀行類似の業務を行い

　　　　　　　　　　　　　　　　（１４）
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ながらＣＲＡの規制を受けていない金融サ ービス提供者をＣＲＡの規制範囲に

含めるために，住民運動側に共同行動を求めたとされる（ＢＭきＢ舳伽ｇＲ。一

クｏれ，１２ －７－ ９２
，ＰＰ

．７８６ －７８７）。

　また第二にはこの規制がとくに負担となっ ている小規模銀行について，適用

除外あるいは規制の軽減をして欲しいということである（ｃｆ．ＢＭ“伽脇ｇ

Ｒ砂・〃，７－ ８－ ９１，ｐ５４）。１９９３年１月に報道された独立銀行家協会（Ｉｎｄ・ｐ・ｎｄ・ｎｔ

Ｂ．ｎｋ。。。
Ａ。。。。１．ｔ１．ｎ．ｆ　Ａｍ。。１。。ＩＢＡＡ）の報告書は ，全米で９７００行あるとされる

地域銀行（ｃｏｍｍｕｎ１ｔｙｂａｎｋｓ＝ 資産１０億トル未満で地域社会をマーケ ソトエリアとす

る）を対象に，政府の規制を順守するに要する費用に関する１９９２年６月以来の

調査をとりまとめたものである 。この報告書は順守 コストが規模の小さな銀行

にとっ てほど相対的に重い負担になっ ていること ，また検討された１３の政府規

制のうち地域銀行にとっ て最も負担となっ ているのはＣＲＡであることなどを

明らかにし，農村部の小規模銀行の同法からの適用除外を改めて求めている

（ノ１〃〃ｒ如”〃 Ｂ”〃是６４１－ ２７－ ９３
，ｐ

．５）。

　以上の二点のうち後者については，住民運動側は農村部の小規模の地域銀行

や貯蓄金融機関にＣＲＡの悪質な違反者が多いと反論している（３Ｍ”伽是 一

雌Ｒ砂・戊６ －２９ －９２
，ＰＰ

．１１２８－１１２９；Ａ舳ブ１・舳肋・伽３ －５－ ｇ３
，Ｐ

．６）。

　ところで１９９３年２月に連邦準備制度の査察官は，ＣＲＡ検査の包括的な検討

を９３年中に行うと述べたが，この検討作業は，ＣＲＡの運用に不満を持つ住民

運動グルー プからも ，逆にまたＣＲＡの順守 コストの膨大さに音を上げている

銀行家からも ，全く異なる理由からその成果が期待された。住民運動グルー プ

は現行の格付けが甘すぎることに不満をもちＣＲＡ検査にもっと住民運動グル

ープがかかわれるようになることを望んでいるし，銀行家はＣＲＡに伴う作成

文書の簡素化を望んでいる（Ａ刎加舳Ｂ伽伽２－
８－ ９３

，ｐｐ
．１ ，１４ ：Ｃ。刀ｇ閉ゴ。舳Ｚ

Ｑ伽炊吻肋。物Ｒ砂。〃，１２ －１２ －９２
，ｐ

．３８０５）。 いずれのグループにもこのように

ＣＲＡへの不満は見られるが，どちらかといえば銀行あるいは金融機関の側に

不満が蓄積されつつある 。

　しかしＣＲＡは，銀行家にとっ てマイナス面だけであろうか。出発点である
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人種差別の排除の問題とは一体何だったのだろうか。１９９０年の人口調査によれ

ば非スペイン系の白人は，１９８０年には全人口の８０％を占めたものが１９９０年には

７６％に減少している 。この問の人口増加率は白人が６％であ ったのに，黒人は

１３％，スペイン系が５３％，アジア系は１０８％であ った。２０２１年には非スペイン

系白人の全人口比は６４％に下がると予測されている。黒人の３分の２は貧困層

ではなくまたその富裕層は急激に増えており ，アジア系アメリカ人の家計は白

人アメリカ人の家計よりも平均的には裕福である 。このような点から利益を追

求する金融機関としてもＣＲＡが示しているビジネスの機会を積極的にとらえ

るべきだとの指摘もある（Ｇ・・ｗｏｏｄ
，ｐｐ

．３９ －４３）。

　銀行家のなかにもＣＲＡが求めていることは利益を追求する銀行の立場と矛

盾しないと主張する者は少なくない（。ｆＨ
ａｌ１，ｐｐ３２ －３３）。 ある地方の貯蓄銀行

の会長はつぎのように述べている 。ＣＲＡの順守による公衆のイメージ改善は

その銀行への関心を高めるし，慈善団体への参加は地域社会の指導者との接触

の機会を増やしビジネスの接点ともなる 。また，ＣＲＡの要件への関心は顧客

の要望に従業員がより関心をもつことになり ，そのための記録は経営者にとっ

て銀行の社会における位置をモニター する有効な方法となる 。さらにＣＲＡに

おける上位の格付けは，自治体 ・組合を始めその他の自治的な組織
（。ｏｎ．ｔｌｔｕ．ｎｔ－ｂａ。。ｄ　ｏ．ｇａｎ１。。ｔ１．ｎ）からヒジネスを獲得する上で有利な要因となる

（Ｆ１ｙｍ，ｐ１３）。 事実，自治体のなかには公金の預託にあた って，金融機関に高

いＣＲＡ格付けの取得を求める動きがある 。すなわち１９９０年７月以降の格付け

の公表の遅れや依然として上位の格付けを得ることが容易であることに業を煮

やした住民運動家の要求もあ って，民主党支配下にある大都市のなかには，連

邦法あるいは州法でのＣＲＡの格付けの高い金融機関にその公金を預託する動

きが表れている（Ｍａ．ｓ
ｈａ１１，ｐｐ１８－２３，６４）。 ＣＲＡを順守することが金融機関の利

益にダイレクトにつながるような社会的な枠組みを構築する試みも始まっ てい

ると言えよう 。

　銀行家はＣＲＡを則提にした企業活動に一面では頭を切替えつつある 。その

ことはＣＲＡがともかく現実の法律であることを反映している 。しかし反面に

　　　　　　　　　　　　　　　　（１６）
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おいてＣＲＡについて銀行家の不満が依然高いのも事実である 。こうした不満

がＣＲＡの後退につながることを住民運動サイドでは警戒している 。９２年秋の

大統領選挙運動中に，ＣＲＡの強化に加えて，低中所得の近隣地域に銀行サー

ヒスを提供する地域社会開発銀行（・ｏｍｍｕｎｌｔｙｄ…１・ｐｍ・ｎｔｂ・ｎｋ・ＣＤＢ・）１００行

の設立を訴えたクリントンの率いる民主党が，９３年以降の連邦議会審議で

ＣＲＡについてどのように対応するか，注目されるところである 。

ＬＡＷＳ　ＡＮＤ　ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮＳ

ＣＲＡ［Ａｃｔ　ｏｆ　Ｏｃｔ１２．１９７７，Ｐｕｂ　Ｌ　Ｎｏ９５－１２８Ａｍｅｎｄｅｄ　ｂｙ　Ａｃｔ　ｏｆ　Ｎｏｖ１Ｏ，１９７８
，

　　Ｐｕｂ．Ｌ．Ｎｏ． ９５ －６３０．Ａｃｔ　ｏｆ　Ａ
ｕｇ

．９．１９８９，Ｐｕｂ．Ｌ．Ｎ ｏ． １０１－ ７３］

Ｒ昭〃肋ｏ〃 ＢＢ［４３Ｆｅｄ　Ｒｅｇ４７，１４８（１９７８）ｅｆｆｅｃｔ１ｖｅ　Ｎｏｖ８．１９７８Ａｍｅｎｄｅｄ　ａｔ５５

　　Ｆｅｄ．Ｒｅｇ．２６，６２４（１９９０）］

Ｃ見４Ｐｏ伽ツ８肋舳６〃（ｒｅ１ｅａｓｅｄ　ｍ　Ｍａｒｃｈ２１．１９８９）

Ｒｌ…】ＥＥＲＥＮＣＥＳ
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Ａｖｅｒｙ，ＲｏｂｅｒｔＢ ，ａｎｄＢｕｙｎａ
ｋ， Ｔｈｏｍａｓ Ｍ，“Ｍｏｒｔｇａｇｅ Ｒｅｄ１ｍｍｇ　Ｓｏｍｅ ＮｅｗＥｖｌ

　　ｄｅｎｃｅ”ｍ１１：６０〃ｏ舳６ Ｒ舳〃ｚり（ＦＲＢ　ｏｆ　Ｃｌｅｖｅ１ａｎｄ），Ｓｕｍｍｅｒ１９８１，ｐｐ１８－３２

Ｂａｒｅｆｏｏｔ，Ｊｏ　ＡｍＳ（Ｐｒｅｓ１ｄｅｎｔｏｆａ丘ｎａｎｃ１ａ１ｍｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎｃｏｎｓｕ１ｔｍｇ丘ｍ），“Ｔａｋｅ Ｔｍｅ

　　ｆｏｒ　ａ　ＣＲＡ　Ｉｎｖｅｎｔｏｒｙ”ｍ　ＡＢＡ　Ｂ舳是舳９■ｏ〃舳４Ｊａｎ１９８９，ＰＰ２２－２４

Ｄｏ，“Ｔｗｏ　ＣＲＡ　Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔｓ　Ｈａｖｅ　Ｍａｊｏｒ　Ｉｍｐａｃｔ” ｍ　ＡＢＡ３舳伽ｇＪｏ〃伽４Ｍａｙ

　　１９８９，ｐｐ
．１８ －２９

Ｄｏ，“Ｊｕ１ｙ１Ｎｅａｒｓ　Ｉｓ　Ｙｏｕｒ　ＣＲＡ　Ｐｒｏ町ａｍ　Ｒｅａｄｙ”ｍ　ＡＢＡ　Ｂ舳尾仰９１ｏ脈舳１，Ｊｕｎｅ

　　１９９０，ｐｐ
．４３ －４７

Ｄｏ，“Ｌｅｎｄｍｇ　Ａｎａ１ｙｓ１ｓ　Ｍｕｓｔ　Ｉｎｃ１ｕｄｅ　Ｄｌｓｃｎｍｍａｔ１ｏｎ　Ｃｈ
ｅｃ

ｋ’’

ｍ　ＡＢＡ　Ｂ伽肋ｇＪｏ〃

　　舳４Ａｕｇ．１９９２，ｐｐ
．２４ －３２

Ｂｅｔｔａｕｅｒ，Ｒａｌｊａ　Ｈ　（ａｔｔｏｍｅｙ，Ｌａｗ　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎ，　ＯＣＣ），‘‘Ｆｅｄｅｒａ１ａｎｄ　Ｓｔａｔｅ

　　Ａｎｔ１－ｒｅｄｌｍｍｇ　Ｌａｗｓ　Ｍｕｓｔ　Ｎａｔ１ｏｎａ１Ｂａｎｋｓ　Ｃｏｍｐ１ｙ　ｗｌｔｈ　Ｂｏｔｈ”ｍ　Ｔ加Ｂ伽是

　　加ｇ　Ｌｏ吻■ｏ脈舳４Ｖ
ｏ１．９７．１９８０，ｐｐ

．３２９ －３４５

Ｂｒａｄｂ皿ｙ，Ｋａｔｈａｎｎｅ　Ｌ ，ａｎｄ　ｏｔｈ
ｅｒｓ，“Ｇｅｏｇｒａｐｈ１ｃ　Ｐａ廿ｅｍｓ　ｏｆ　Ｍｏｒｔｇａｇｅ　Ｌｅｎｄｍｇ　ｍ

　　Ｂｏｓｔｏｎ，１９８２ －１９８７
’’

ｉｎ　ｌＶ；３伽厄〃ｇ加〃４Ｅ６０〃ｏ刎６６ Ｒ３が３〃（ＦＲＢ　ｏｆ　Ｂｏｓｔｏｎ）
，

　　Ｓｅｐｔ ．一 〇ｃｔ．１９８９，ｐｐ
．３ －３０

ＣａＩｅｍ　Ｐａｕｌ　Ｓ ，‘‘Ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｕｍｔｙ　Ｒｅｍｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ａｃｔ　Ｉｎｃｒｅａｓｅｄ　Ａｔｔｅｎｔｌｏｎ　ａｎｄ　ａ

　　Ｎｅｗ　Ｐｏ１１ｃｙ　Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ
’’

ｍ　Ｂ舳〃伽Ｒ３伽３伽（ＦＲＢ　ｏｆ　Ｐｈ１１ａｄｅ１ｐｈ１ａ），Ｊｕｌｙ－Ａｕｇ
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　　　１９８９，ｐｐ
．３ －１６

Ｃａｎｎｅｒ Ｇ１ｅｍ，ａｎｄＣ１ｅａｖｅｒ，Ｊｏｅ Ｍ（ｏｆｔｈｅＦＲＢ
’ｓ ＤｌｖｌｓｌｏｎｏｆＲｅｓｅａｒｃ

ｈａｎｄＳｔａｔ１ｓ
－

　　　 ｔ１ｃｓ），‘‘ＴｈｅＣｏｍｍｔｙＲｅｍｖｅｓｔｍｅｎｔＡｃｔ　ＡＰｒｏｇｒｅｓｓ
Ｒｅｐｏｒｔ”

ｍ肋閉１Ｒ３－

　　　
５ぴ〃２ Ｂ〃ゐ〃仏Ｆｅｂ．１９８０，ｐｐ

．８７ －９６

Ｃａｍｅｒ　Ｇ１ｅｍ，‘‘Ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｕｍ蚊Ｒｅｍｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ａｃｔ　Ａ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　Ｒｅｐｏｒｔ”

ｍ

　　　〃ゐ閉Ｚ　Ｒ３舵閉３ Ｂ〃〃３〃仏Ｎｏｖ
．１９８１

，ｐｐ
．８１３ －８２３

Ｃａｎｎｅｒ　Ｇ１ｅｍ　Ｂ， ａｎｄ　Ｍａ１ａｎｄ　Ｅｎ
ｅｎ

，‘‘Ｂａｓ１ｃ　Ｂａｎｋｍｇ
’’

ｍル４伽Ｚ　Ｒ舳閉Ｂ〃脇仏

　　　Ａｐｒ．１９８７，ｐｐ
．２５５ －２６９

Ｃａｍｅｒ　Ｇ１ｅｍ　Ｂ ，ａｎｄ　Ｓｍ１ｔｈ，Ｄｏ１ｏｒｅｓ　Ｓ ，“Ｈｏｍｅ　Ｍｏｒｔｇａｇｅ　Ｄ１ｓｃ１ｏｓｕｒｅ　Ａｃｔ　Ｅｘ

　　　ｐａｎｄｅｄ　Ｄａｔａ　ｏｎ　Ｒｅｓ１
ｄｅｎｔ１ａ１Ｌｅｎｄｍｇ

’’

ｍ〃ゐ閉Ｚ　Ｒ３５３閉３ Ｂ〃〃吻Ｎｏｖ１９９１
，

　　　ｐｐ．８５９－８８１

Ｃｏｃｈｅｏ，Ｓｔｅｖｅ（ｍａｎａｇｍｇ　ｅ出ｔｏｒ，ＡＢＡ　Ｂａｎｋｍｇ　Ｊｏｕｍａｌ），‘‘Ｃｏｍｐ１ｙ，ｂｕｔ　ｄｏｎ’ｔ　ｇ１ｖｅ

　　　ａｗａｙ　ｔｈｅ　ｂａｎｋ”ｍ　ＡＢＡ　Ｂ伽〃昭／ｏ〃舳４０ｃｔ１９８９，ｐｐ４２－４７

Ｃｏｏｐｅｒ，Ｋｅｒｒｙ　ａｎｄ　Ｆ
ｒａｓｅｒ

，Ｄｏｎａ１ｄ　Ｒ ，Ｂ伽ゐ刎ｇ　Ｄ舳昭〃〃２０〃伽４肋３１Ｖ；３伽Ｃｏ閉〃肋

　　　　切〃舳ハ舳鮒吻Ｚ８３閉６３５，Ｂａ１１ｍｇｅｒ　Ｐｕｂ１１ｓｈｍｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ
　１９８４

Ｄｅｍｓ，ＷａｍＬ
，“ＴｈｅＣｏｍｍ１ｔｙＲｅｍｖｅｓｔｍｅｎｔＡｃｔｏｆ１９７７Ｄｅ丘ｍｇ

‘‘

Ｃｏｎｖｅｍ

　　　ｅｎｃｅａｎｄＮｅｅｄｓｏｆ伍ｅＣｏｍｕｎ岬” ｍ　Ｔ舳伽脇ｇ工舳Ｊｏ舳１，Ｖｏ１９５
．

　　　　１９７８，ｐｐ
．６９３・７１７

Ｄｏ ，‘‘Ｔｈｅ　Ｆａｌｒ　Ｈｏｕｓｍｇ　Ａｃｔ　Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ　ｏｆ１９８８　Ａ　Ｎｅｗ　Ｓｏ皿ｃｅ　ｏｆ　Ｌｅｎｄｅｒ　Ｌ１ａｂ １１

－

　　　ｉｔｙ”ｉｎ　Ｔ加３舳〃昭一ム”吻Ｊｏ〃７伽４Ｖｏｌ．１０６．１９８９，ｐｐ
．４０５－４３３

Ｅ１ｓｅｎ　Ｓｔｅｖｅｎ　Ｊ ，ａｎｄ　Ｄ
ｅｍｅｎ，Ｋｅ１ｔｈ　Ｃ（ａｔｔｏｍｅｙｓ）“Ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｍ１ｔｙ　Ｒｅｍｖｅｓｔｍｅｎｔ

　　　　Ａｃｔ　Ｔｈｅ　Ｒｅｇｕ１ａｔｏｒｓ　Ｇ１ｖｅ　Ｉｔ　ａ　Ｎｅｗ　Ｅｍｐｈａｓ１ｓ”

ｍ珊３Ｂ伽尾刎ｇ　Ｌ”ｚび ■ｏ〃閉ｏＺ
，

　　　Ｖｏ１，１０７．１９９０，ｐｐ
．３３４ －３４３

Ｆ１ｙｎｎ，Ｃｈｒ１ｓｔｏｐｈｅｒ　Ｊ（Ｐｒｅｓ１ｄｅｎｔ　ａｎｄ　ＣＥＤ　ｏｆ　Ｐｅｔｅｒｂｏｒｏｕｇｈ　Ｓａｖｍｇｓ　Ｂａｎｋ），‘‘ＣＲＡ　ａｓ

　　　　ａ　Ｍ三ｒｋｅｔｍｇ　Ｏｐｐｏｒｔｕｍｔｙ
’’

ｍ　Ｂｏ〃ｏ刎Ｚ２脱
，Ｓｅｐ －Ｏｃｔ１９９１，ｐｐ１１－１３

Ｇａｒｗｏｏｄ
一，

Ｇｒ１舶ｔｈ　Ｌ（ｄ１ｒｅｃｔｏｒ　ｏｆ　ＤＣＣＡ　ｗｌｔｈ　ＦＲＢ） ，‘‘ＣＲＡ　Ｒｅｇｕ１ａｔ１ｏｎｓ　Ｇａｍ　Ｎｅｗ

　　　　Ｒｅｓｐｅｃｔａ
ｂ１１１ｔｙ’’

ｍ〃３Ｂ舳脇ｇ５ 〃昭”ｚ舳，Ｍａｙ－Ｊｕｎｅ１９９２，ＰＰ３９．４３

Ｇａｒｗｏｏｄ，Ｇ二ｎ舶ｔｈ　Ｌ　ａｎｄ　Ｓｍ１ｔｈ，Ｄｏｒｏｒｅｓ　Ｓ ，“Ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｕｍｔｖ　Ｒｅｍｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ａｃｔ

　　　　Ｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｉｓｓｕｅｓ” ｍ〃ん閉Ｚ　Ｒ３５３閉３ Ｂ〃ル〃仏Ａｐｒ１１１９９３，ｐｐ

　　　　２５１－ ２６３

Ｇ１ｖｅｎｓ，Ｒ１ｃ
ｈａｒｄ　Ａ（ｆｏｍｅｒ　Ｒｅｇｍａ１Ｄ１ｒｅｃｔｏｒ，ＦＴＣ），‘‘Ｔｈｅ‘‘Ａｎｔ肛ｅｄ１ｍｍｇ

’’

Ｉｓｓｕｅ

　　　　Ｃａｎ　Ｂａｎｋｓ　Ｂｅ　Ｆｏｒｃｅｄ　ｔｏ　Ｌｅｎｄ一？” ｍ　Ｔ加Ｂ伽尾閉ｇ　Ｌ”似■ｏ脈伽Ｚ，Ｖｏ１９５．１９７８
，

　　　　ｐｐ．５１５ －５２６

Ｇｒｏｓｋｍｄ，Ｊｅｒｏｍｅ　Ｄ ，‘‘

Ｗｈａｔ　Ｄｏｅｓ　ＨＭＤＡ　Ｄａｔａ　Ｍｅａｎ　ｆｏｒ　Ｂａｎｋｓ” ｍ　Ｔ加Ｂ舳尾舳

　　　　〃惚肌刎３，Ｍａｒｃ
ｈ－Ａｐｌｎ１１９９２，ｐｐ４０－４３

（１８）



ＣＲＡ（地域社会再投資法）について（福光） １９

Ｇｏｌｄｅｎ，Ｂｍｃｅ　Ｐ ，‘‘Ｈｏｗ　ｔｏ　Ｄｒａｆｔ　Ｙｏｕｒ　Ｃｏｍｍｕｍｔｙ　Ｒｅｍｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ａｃｔ　Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ”
ｍ

　　　　Ｔ加Ｂ伽〃〃ｇ　Ｌｏｚり Ｊｏ〃ブ舳４Ｖｏ１．９７．１９８０，ｐｐ
．４６ －４９

Ｈａｎ，Ｐｈ１１（ａｓｓｏｃ１ａｔｅ　ｅｄ１ｔｏｒ，ＡＢＡ　Ｂａｎｋｍｇ　Ｊｏｕｍａ１），“Ｆｒｏｍ　Ｃｏｎｆｒｏｎｔａｔ１ｏｎ　ｔｏ　Ｃ
ｏｏｐ

　　　　ｅｒａｔｉｏｎ”ｉｎ　ＡＢＡ　Ｂ伽〃〃ｇ■ｏ〃舳Ｚ，Ｏｃｔ１９８９，ｐｐ
．３０－４０

Ｈａｙｄｅ叫Ｆ　Ｇｒｅｇｏｒｙ，ａｎｄ　Ｓｗａｎｓｏｎ，ＬａｒＷ　Ｄ ，‘‘Ｐ１ａｎｍｎｇ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｔｈｅ　Ｓｏｃ１ａ１１ｚａｔ１ｏｎ　ｏｆ

　　　　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　Ｒ１ｇｈｔｓ　Ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｍ１ｔｙ　Ｒｅｍｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ａｃｔ
’’

ｍ　Ｊｏ〃舳１げ疵ｏ〃ｏ伽６

　　　　ム３惚皐Ｖｏ１．１４Ｎｏ．
２， Ｊｍｅ１９８０，ｐｐ

．３５１－ ３６９

Ｈｅａ１ｅｙ，Ｐｅｔｅｒ　Ｆ ，“Ａ　Ｂａｎｋｅｒ
’ｓ　Ｇ

ｕ１
ｄｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｍ１ｔｙ　Ｒｅｍｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ａｃｔ

’’

ｍ　Ｔ加

　　　　Ｂ伽〃〃ｇ　Ｌ
ｏ乃り ノｏ〃舳４Ｖｏ１．９６．１９７９

，ｐｐ
．７０５ －７３７

Ｈｕｆｆａｋ
ｅｒ，Ｒａｙ　Ｇ（ａｓｓ１ｔａｎｔ　ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，Ｕｍｖｅｒｓ１ｔｙ　ｏｆ　Ｔｅｎｅｓｓｅｅ），‘‘Ｍａｒｋｅｔ－ ｂａｓｅｄ　Ｐｏ１１

　　　 ｃｌｅｓ　ｔｏ　ｍｃｒｅａｓｅ　Ｈｏｍｅ　Ｍｏｒｔｇａｇｅ　Ｃｒｅｄ１ｔ　ｍ　Ｄｅｃ１１ｍｇ　Ｎｅ１ｇｈｂｏｒｈｏｏｄ
’’

ｍ　Ｔ加

　　　　Ｂ舳〃〃ｇ　Ｌｏ伽Ｊｏ〃舳４Ｖｏ１，１０６．１９８９，ｐｐ
．５３８－５４９

Ｊａｃｋｓｏｎ，Ｐｈ１１１ｐ　Ｃ（ｍｅｍｂｅｒ，Ｂｏａｒ
ｄ． ｏｆ　Ｇｏｖｅｒｏｒｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｆｅｄｅｒａ１Ｒｅｓｅｒｖｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）

，

　　　 “Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ　ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　Ｓｕｂｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｈｏｕｓｅ　Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｆ　Ｂａｎｋｍｇ，Ｆ１

　　　ｎａｎｃｅ　ａｎｄ　Ｕｒｂａｎ　Ａ丑ａ１ｒｓ，Ｊｕ１ｙ２６．１９７８”ｍ ルゐ閉Ｚ　Ｒ６５６ｍ３ Ｂ〃〃肋，Ａｕｇ

　　　　１９７８
，ｐｐ

．６３１－ ６３６

Ｊｏｈｎｓｏｎ，Ｊｕ１１ａ　Ｆ（ａｓｓ１ｓｔａｎｔ　ｖ１ｃｅ－
Ｐｒｅｓ１ｄｅｎｔ，Ｂａｎｃ　Ｏｎｅ　Ｃｏｒｐ），“Ｍａｎａｇｍｇ　ＣＲＡ　Ｍｅａｎｓ

　　　Ｍｍｄｍｇ　Ｙｏ甘Ｏｗｎ　Ｂｌｓｍｅｓｓ” ｍ　ＡＢＡ　Ｂ舳加〃ｇ■ｏ〃舳４０ｃｔ１９８９，ｐｐ４９－５１

Ｋａｎｅ，Ｅｄｗａｒｄ　Ｊ ，‘‘Ｇｏｏｄ　Ｉｎｔｅｎｔ１ｏｎｓ　ａｎｄ　Ｕｎｍｔｅｎｄｅｄ　Ｅｖ１１”

ｍ／ｏ〃舳１ザ〃ｏ雌ツ，Ｃズ３ －

　　　６〃，舳６Ｂ伽〃昭，Ｖｏ１．９Ｐａｒｔ．１，Ｅｅｂ．１９７７
，ｐｐ

．５５ －６９

Ｋａｎｅ，Ｋｅｖｍ　Ｔ（ｂａｎｋｍｇ　ａｔｔｏｍｅｙ），“ＣＲＡ　Ｇｅ廿ｍｇ　Ｇｏｏｄ　Ｇｒａｄｅｓ”

ｍ〃ｏ〃ｇ硲３ Ｂ舳是

　　　　ゴ〃冨，Ｊｕｎｅ１９９２
，ｐｐ

．５２ －６１

Ｋａｕｆｍａｎ，Ｇｅｏｒｇｅ　Ｇ， ａｎｄ　Ｋｏｒｍｍｅｎｄ １， Ｒｏｇｅｒ　Ｃ， Ｄ３陀ｇ〃肋〃ｇハ閉舳ｏＺ８３ｍ２伽，

　　　Ｂａｌ１ｍｇｅｒ　Ｐｕｂ１１ｓｈｍｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ
　１９８６

Ｋｍｅｇｅｒ，Ａｍｅ　Ｏ ，‘‘Ｔｈｅ　Ｐｏ１１ｕｃａ１Ｅｃｏｎｏｍｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｅｎｔ－ Ｓｅｅｋｍｇ　Ｓｏｃ１ｅｔｙ”ｍ　Ｔ加

　　　Ａ舳ぴゴ６舳１１：６０刀ｏ舳ゴ６ Ｒ６〃如ｚり，Ｖｏｌ．６４Ｎｏ．
３， Ｊｕｎｅ１９７４，ｐｐ

．２９１－ ３０３

Ｍａｒｓｈａｌ１ ，Ｊｅ丑ｅｒｅｙ，‘‘Ｃ１ｔｙ　Ｄｅｐｏｓ１ｔｓ－ＣＲＡ　Ｗｅａｐｏｎ
’’

ｍび伽〃８倣６５ Ｂ舳伽Ａｐｒ

　　　１９９１，ｐｐ
．１８ －２３，６４

Ｄｏ ，８切ツ閉ｇＡ加ｏ６ｇグＣＲＡ，Ｂｕｓｍｅｓｓ　Ｏｎｅ　Ｉｒｗｍ　１９９２

ＭｃＩｎｔｙｒｅ，Ｒ１ｃ
ｈａｒｄ， ａｎｄ　Ｍｅｄｌｅｙ，Ｊｏｓｅｐｈ，‘‘Ｄｅｍｏｃｒａ七ｃ　Ｒｅｆｏｍ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｆｅｄ　Ｔｈｅ　Ｉｍ

－

　　　ｐａｃｔ　ｏｆ　Ｃ１ａｓｓ　Ｒｅ１ａｔ１ｏｎｓ　ｏｎ　Ｐｏ１１ｃｙ　Ｆｏｒｍａｔ１ｏｎ ’’

ｍ　Ｒ６閉６ｚり げＲ〃舳Ｚ　ＰｏＺ伽６〃

　　　Ｅ６０〃ｏ刎ツ，Ｖｏ１２０Ｎｏ２＆３，Ｓｍ■ｍｅｒ ＆Ｆａ１１１９８８，ｐｐ１５６－１６２

ＭｃＩｎｔｙｒｅ，Ｒ１ｃ
ｈａｒｄ，‘‘Ｔｈｅ　Ｂａｎｋｍｇ　Ｃｒ１ｓｅｓ　ａｎｄ　Ｈｏｕｓｍｇ　Ｆｍａｎｃｅ　Ｔｈｅ　Ｐｏ１１ｔ１ｃａ１Ｅ

ｃｏ

　　　ｎｏｍｙ　ｏｆ　Ｆｍａｎｃ１ａ１Ｄｅｒｅｇｕ１ａｔ１ｏｎ
’’

ｍ　Ｌ”側＆戸ｏＺ
！６ツ，Ｖｏ１１３Ｎｏ４，Ｏｃｔ１９９１，ｐｐ

　　　３２７ －３４２

（１９）



２０　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４２巻 ・第１号）

Ｍｍｓｋｙ，Ｈｙｍａｎ　Ｐ
，‘

℃ｏｍｍｕｍｔｙ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｂａｎｋｓ　Ａｎ　Ｉｄｅａ　ｍ　Ｓｅａｒｃ
ｈ　ｏｆ　Ｓｕｂｓ←

　　 ａｎｃｅ”ｍ　Ｃ加Ｚ伽脇Ｍａｒｃ
ｈ－ Ａｐｒ１１１９９３，ｐｐ３３－４１

Ｎ１ｅ１ｓｅｎ　ＣｌａｒｋＨ
，‘‘

Ｒｅｇｕ１ａｔｏｒｓ Ｌｏｏｋｆｏｒ Ｒａｃ１ａ１ＢｌａｓｍＬｅｎｄｍｇ
’’

ｍＢ舳た〃伽昭２ 一

　　 〃叱〃な，Ｊｕｌｙ１９９２
，ｐｐ

．１６ －２４

Ｐｅｔｅｒｓｏｎ，Ｒｌｃ
ｈａｒｄ　Ｌ（ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，Ｔｅｘａｓ　Ｔｅｃｈ　Ｕｍｖ），“Ｃｏｎｓｍ１ｅｒ　Ｆｍａｎｃｅ”ｍハ〃伽 一

　　 ６吻Ｚ８仰伽伽（Ｐｒｅｔｅｎｃｅ　Ｈａ１１，Ｉｎｃ　１９８３），ｐｐ１８５－２１２

Ｐｏｌ１ａｒｄ　ＡｌｆｒｅｄＭ ，ａｎｄｏｔｈｅｒｓ，Ｂ舳脇８・Ｌ舳舳 伽び舳３６８勿炊，Ｂｕｔｔｅｒｗｏれｈ

　　Ｌｅｇａ１Ｐｕｂ１１ｓｈｅｒｓ　１９８８

Ｒｏｕｓｓａ１１ｓ，Ｅｍｍａｍｅ１Ｎ ，Ｃｏ刎刎脈伽Ｚ　Ｂ舳〃〃ｇ舳伽肋”ｇグＤ６〃ｇ〃加加ｏ仏Ｐｒａｇｅｒ

　　Ｓｃ１ｅｎｔ１丘ｃ　１９８５

Ｓｃｈ１ｅｂｅｒ，Ｐａｕ１Ｈ（ｍｅｍｂｅｒｏｆ出ｅＣｏｎｓｕｍｅｒ Ｆｍｍｃ１ａｌＳｅｒｖｌｃｅ Ｇｒｏｕｐ），“Ｃｏｍｍ１吋

　　Ｒｅｍｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ａｃｔ　Ｕｐｄａｔｅ”ｍ　Ｔ加Ｂ舳尾舳ｇ　Ｌ”吻／ｏ鮒舳４Ｖｏ１１１０．１９９３，ｐｐ

　　６２－６７

Ｓｃｈｒａｍ　Ｊａｍｅ　Ｍｌ ，‘‘
Ｍｅｄｍｍ－ｓ１ｚｅｄ　Ｂａｎｋｓ　Ｅｄｇｙ　Ｏｖｅｒ　ＣＲＡ”ｍび伽〃８伽６５肋〃尾

一

　　 ３■Ｓｅｐｔ．１９９０
，ｐｐ

．２３ －２８

Ｓｍｔｈ，Ｂｍｎ Ｗ， ａｎｄＫｅｅ
ｈａｎ ＴｍｏｔｈｙＫ ，‘‘Ｃｏｐｍｇｗ１ｔｈＣｏｍｐ１１ａｎｃｅ　ＡＧｕ１ｄｅｆｏｒ

　　Ｃｏｍｍｕｍｔｙ　Ｂａｎヒｓ”
ｍ　Ｔ加Ｂ伽ゐ鮒〃”舳８・一肋，Ｊａｎ －Ｆｅｂ１９９３，ＰＰ１８－２３

Ｗｏｏｄｓ， Ｊｏｈｎ　Ｗ（ｃｈａ皿ｍａｎ　ａｎｄ　ＣＥＯ　ｏｆ　ＡｍＳｏｕｔｈ　Ｂａｎｃｏｒｐｏｒａｔｍ，ａ　ｍｄｅｐｅｎｄｅｎｔ

　　 ｒｅｇ１ｏｎａ１ｂａｎｋ），‘‘Ｂａｃｋ　ｔｏ　Ｂａｓ１ｃ　Ｓ位ａｔｅｇ１ｅｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｇ１ｏｎａｌ　Ｂａｎｋｓ” ｍ　Ｔん３Ｂ”〃加術
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